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１． 緒言 

製造業をはじめ団塊の世代の大量退職による様々

な問題、いわゆる 2007 年問題が注目を集めているが、

昨今地方自治体においても 2007 年問題が話題に上

っている。 
しかし、地方自治体における 2007 年問題は、特に

大量退職者と比例して増大する退職金給付による財

政圧迫の問題が中心と認識されている。これは地方

自治体では、民間企業における「退職金給与引当金」

等の諸制度が整備されておらず、毎年退職する職員

の人数に応じて地方債の起債も財源にして、相当額

を予算化し支給する必要がある為である。 
昨今の構造改革に基く地方分権の流れにより、地

方交付税や各種補助金の削減、また一般財源の伸び

悩みによる歳入欠損が、多くの地方自治体を財政悪

化に陥らせ、この問題を更に深刻にしている 1)2)。
その為、この世代に蓄積された地方自治体業務にお

ける知識、技能をいかに若い世代に伝承していくか

という課題が先送りになっている。 
 
1.1 地方自治体の課題と現状 
地方自治体の業務は、各種法令や地方条例、及び

各種事務規則等や凡例・慣例等により構成され、こ

れを全て理解し遂行する為には、高度な専門性と間

違いの許されない高い習熟が求められ、習得には、

相当な時間と労力、経験が必要とされる。 

その為、地方自治体では、19７0 年代より遂行業

務の効率化を目指しシステム化（電算化）を図って

きた。更に 2000 年以降は、政府の推奨する電子自治

体構想に基づき、積極的にシステム化を推進してい

る。システム化の範囲としては、直接住民サービス

に繋がる基幹業務（住民情報、税務、福祉等）には

じまり、事務効率化の為の内部管理業務（財務会計、

人事給与、文書管理、庶務事務等）、更に住民が直接

にインターネットから各種の申請が可能な電子申請

業務に範囲を広げてきた。 
筆者はこれまでに、内部管理業務の様々なシステ

ムの開発を行い、多数の地方自治体に導入を図って

きた。しかし、多岐に亘った全ての業務の流れに沿

ったシステム化では膨大なシステム規模となり、費

用対効果等も求められた為に、その業務の流れを整

理、標準化した上で成果物（伝票や帳票・帳簿等）

をより効率的に作成するシステムであるのが現実で

あった。もちろんこれは、パッケージ導入や複数自

治体による共同利用等の定型化・標準化されたシス

テム導入の需要も要因である。 
その為に、業務の様々な流れの中で標準的に存在

する業務システムを使い、円滑に業務を遂行する為

には、形式知とした流れはマニュアル等の整備によ

り対応し、また例外処理や暗黙知に関しては熟練職

員の判断・助言により実施してきたのが現実である。

業務システム導入後入庁した世代の職員は、担当業

務を習熟しなくても指示された業務システムの機能
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を操作をする事により成果物を作成する事が可能と

なったが、逆に担当業務の本質を習得する機会を失

う事にも繋がった。これによりシステム導入以前ま

たは、システム導入に携わった熟練職員の退職に伴

い円滑な業務遂行が阻害される危惧があり、如何に

この熟練職員の知識・技能を伝承するかが課題とさ

れている。 
 

1.2 行財政改革による課題 
多くの地方自治体では、財政健全化を主眼とした、

様々な行財政改革が実施されている。一例として財

務会計業務に焦点を絞れば、財務管理の説明責任を

充実すべく、公会計基準の改革が進められている。

また増大する各種自治体業務のアウトソーシング、

シェアードサービスの採用、公共サービス改革によ

る市場化テストも検討されている。これは、より少

ない自治体職員で運用できる最適な業務遂行体制の

再構築、すなわちＢＰＲが目標である 3)4)。 
しかし新たな施策を実施するにあたっては現行の

業務の整理・分析・評価が不可欠であり、その為、

この熟練職員に蓄積された知識・技能の伝承が必要

とされている。 
 

1.3 目的 
本稿では、東京大学の稗方らが製造業（造船業界）

の設計現場向けに知識・技能伝承を目的として開発

した、設計プロセスに基づく文書管理手法を実装し

た文書管理システム「ShareFast」5)を用いて地方自

治体業務の知識・技能の伝承に有効的であるかを検

討した上で、地方自治体熟練職員の知識記述手法を

提案したい。  
 

２． 提案する知識記述手法 

 

「ShareFast」は、製造業の設計現場の知識伝承支

援を目的とし、階層構造のワークフローの記述を軸

として文書・画面等の電子データを管理、関連付け

を可能とした文書管理システムである 6)7)。 

本章では、2.1 でシステムの基本機能を 2.2 で地

方自治体業務記述のガイドラインを述べる。 

 

2.1 システムの基本機能 
「ShareFast」の基本機能を以下に述べ、コンセプ

トを図１、また操作イメージを図 2に示す。 

① 設計プロセスの纏まった単位毎のフォルダーを

作成し、その中に階層構造化したワークフローを記

述する。 

② 閲覧中の階層構造化されたワークフローの各タ

スク上へファイルをドラック＆ドロップする事で、

そのタスクへ文書を関連付ける事が可能となる。 

③ クライアント・サーバ型のシステムとして構成さ

れ（図３参照）、タスクに関連付けられた文書の検索、

閲覧ができ、全文検索機能や文書履歴管理機能等文

書管理システムの標準的な機能をもつ。 

④ ユーザ間の情報交換の仕組みとして、作業の過程

で生じる疑問や質問とそれに対する議論や回答を記

録する為の Q&A 機能をもつ。 

⑤ ワークフロー上のタスクだけでは説明出来ない

様々な情報を登録されている各文書に対して付加価

値情報として、ワークフロー上にコメントを登録、

閲覧が可能となる。 
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図１ ワークフローを軸とした文書管理手法 
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図２クライアントの操作イメージ 
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  図３ クライアントとサーバーの構成図 



2.2 地方自治体業務記述のガイドライン 
 「ShareFast」を地方自治体業務の記述に適用する

にあたり製造業とは異なるアプローチが必要となる

ため、本研究で提案する記述のためのガイドライン

を以下に示す。 

○ ワークフローの記述 
「事務の手引き」等のマニュアル類が早くから整

備されている地方自治体も多数あるが、体系的な各

業務の分類に留まり業務プロセスの整理された記述

迄は出来ていない。自然文で記述された形式知とし

ての業務マニュアルを基にワークフローを作成する。 

○ ワークフローと文書の関連付け 
地方自治体各業務の関連法令は、地方財政法、地

方自治法、戸籍法、住記法、各自治体の条例、各種

事務規則等多岐にわたる。ワークフロー上の業務プ

ロセスのタスクにその抜き出した関連法令・条例・

規則、過去の事例等を関連付ける。また登録した関

連文書を直接全文検索出来るので通常の文書管理シ

ステムとしても利用価値がある。 

○ ワークフローの細分化 
全体の流れから具体的な業務を遂行する細かな作 

業を表現するには、ワークフロー内の一つの作業を

細分化してサブワークフローを記述する。また、ユ

ーザビリティを向上させるため、閲覧時に階層構造

から選択するのではなく、タスクをクリックするこ

とで下位サブワークフローを閲覧できる機能を実装

した。 

 

本ガイドラインを元に、更に検討を進める為に

「ShareFast」を用いて実際にワークフローを作成す

る事とした。 

 
３． 東京都内Ａ区役所の財務会計業務を対象

とした検討 

 

対象とした区役所では、1972 年頃に基幹業務（区

民税及び国民健康保険業務等）、1982 年に内部管理

業務（財務会計業務）のシステム化（金銭会計シス

テム）が始まり、当初から所管部署である旧収入役

室内（現会計管理室）に電算担当部署を配置される

など積極的にシステム導入に取組んでいる先進自治

体である。 

また 1990 年頃の財政課においては、元電算課職員

らが財政課に異動後、独自に予算編成システムを構

築し部門を越えて担当業務の効率化を図る等、極め

て意識が高く熟練した職員が多数いる地方自治体の

一つでもある。本章では、Ａ区役所の財務会計業務

のシステム導入時の責任者のご協力を得て

「ShareFast」を用いて、この区役所の財務会計業務

を対象に、知識・技能伝承手法を検討した結果を述

べる。 

 

3.1 財務会計業務の事前分析 
財務会計業務のワークフロー作成のプロトとして

旅行命令業務を選定した。選定理由は以下のとおり。 
・ 区正規職員のみならず、都費職員及び臨時職員

も含めてほぼ全職員が対象となるが、その職員

種別毎、また職層毎に処理形態が違い全体を把

握し辛い。 
・ 担当主管課のみならず、職員課及び会計管理室

等複数の所管課をまたがり全体を把握し辛い。 
・ 本業務を遂行するには、財務会計システム、庶

務事務システム、人事給与システムと複数の内

部管理業務システムを利用する必要があるが、

別システム同士での統一的な業務マニュアルが

存在しない。 
 

以上の様に様々な把握し辛い要因がある為に、ま

ず「会計事務の手引き」8)から旅行命令業務を抜粋

し、図４で示す、旅行命令処理コースの５類型（基

本３コース、追給２コース）に整理した上で、複数

所属、複数業務システム及び作成する伝票・帳票等

の流れを含めた全体を把握できる図５で示す業務シ

ステム構成図（旅行命令の基本形）を作成した。 
 
次に、この「図５業務システム構成図」から一つ

の流れを抜き出し（赤点線）、以下の作業項目を実施

し、図６で示す支出命令書作成までの処理手順を作

成した。 
・ タスク単位に何をやっているのかを整理し記述

する。 
・ 一連の事務の流れの中で、各タスクを意識せず、

どのような判断が必要か整理し、その判断の基

準の下に新たな事務の流れを記述(黒点線)する。 
・ 各タスクの内容及び、新たな事務の流れの根拠

となる法令、規定等 8)9)10)11)を整理し記述する。 
 



 
図４ 旅行命令処理コースの５類型 

3.2 ワークフローの作成 

 

次に、この事前に作成した上記 3 資料を基に、図

６の赤点線で囲った業務の流れを追った詳細なヒア

リングを実施した。このヒアリングにより、業務間

の様々なプロセスが明らかになり、この業務プロセ

スを記述する事でワークフローを作成し、またこの

ワークフローに、以下の項目を追加した。作成した

ワークフローは、図７で示す。 
・ 図６で整理した根拠法令 9)10)11)の必要部を抜

き出し、各タスクの関連文書として登録。 
・ 各業務システムを扱うタスクに対して下位構造

にシステム操作手順をサブワークフローとして

作成。 
・ コメントやタスクの機能毎（ネスト有無や登録

文書有無等）に色の規則性の設定や登録文書名

をタスク上に記述など全体的に調整を実施。 
図５ 業務システム構成図（旅行命令の基本形）  

 

 
図６ 支出命令書作成までの処理手順 

更に、図６で作成した黒線で囲った一連の事務の

流れの中での判断の基準の事務の流れを図７のワー

クフローと比較した結果、図７の赤点線で囲ったタ

スクの下位の業務プロセスである事が明らかになり、

下位サブワークフローとして作成した。作成したサ

ブワークフローは、図８で示す。 
 
上記 3 資料の対象業務に関する情報及びヒアリン

グから得られた内容により、二つのワークフローで

対象業務を表現できた。また関連文書等を各タスク

に登録した事により、各業務の根拠文書を閲覧可能

とした。 



 
図７ ワークフロー 

 
図８ サブワークフロー 

 
3.3 まとめ 
このワークフロー作成と議論を通じて以下の意見を

得た。 
・ ワークフローと文書の関連付けは、基本機能の

検討の中で有効的であるとは認識していたが、

今まで別々に存在した法律や条例、事務規則が、

作成したワークフロー上では、一つの作業項目

に全ての文書が関連付けられ、かつその根拠条

文だけが閲覧出来るので、判り易い総合的な法

規文書として評価できる。また業務から見た職

員の法規の教材にも役立つと考える。 
・ 登録した関連文書を全文検索で閲覧できるが、

関連文書から業務プロセスを検索できれば、法

規からみた業務の教材にも成りえる。 
・ 今まで例外処理も含めた業務のワークフローの

作成は困難であると認識していたが、今回のワ

ークフローの作成を通じて、最初に形式知のワ

ークフローを作成し、その上で例外処理や経験

知、実績等をそれぞれの実務者本人が対象のタ

スクにネストし蓄積すれば業務の全知識を纏め

たワークフロー作成が可能とも思えた。またネ

ストされた下位のサブワークフローの閲覧が、

タスクのクリックで展開可能になった事で、よ

り操作性が向上した。 
・ 作成されたワークフローは、一連の業務の流れ

の中で、財務会計システムのみならず庶務事務

システム及び人事給与システムの操作手順が記

述でき、複数システムを業務の面から捉えた総

合的な運用・操作マニュアルが作成できた。こ

のようなアプローチは初の試みである。 
・ また、総合的な運用・操作マニュアルのみなら

ず、このタスクから直接に当該業務システムが

起動出れば、業務ナビゲーション機能を持つ、

内部管理業務の総合ポータルとして構築出来る

と考えられる。 
本ワークフロー作成と議論を通して、基本機能検

討時でも明らかであったが、如何に地方自治体職員

は、法規則を重視し、その根拠に基づく業務遂行・

運用を習熟するのが課題であるとの認識の下、法規

則の教材になりえる物まで作成できる事を確認した。 
また、ワークフローの作成手順等を検討すれば、

例外処理も含めた全業務の記述も可能であるとの認

識も得られ、熟練職員の知識に基づく業務実績、経

験をこのワークフローの作成で「見える化」を図り

前述の法規則との関連付けを絡める事により、知識

の伝承に有効的であるとの認識を得た。 
その他、導入済みの各業務システムの総合的な業

務運用・操作マニュアルや業務ナビゲーション機能

を持つ内部管理業務の総合ポータル等地方自治体へ

の導入を進める上での意見も得られた。 
 

４． 考察 

 

対象とした区役所の財務会計業務のワークフロー

作成と議論を通して「ShareFast」を用いた地方自治

体の知識･技能伝承が有効的である事を確認した。本

章では、このワークフローの作成を通じて得られた

記述手順を類型化する。 

 
4.1 熟練地方自治体職員の知識記述 
 前述のワークフローの作成を通して作成のパター



ンを以下の７つに手順に分類した。 

・ 既存文書（マニュアル等）から対象業務の整理、

抜粋。 

・ 対象業務の関係法令等の整理、抜粋。 

・ 既存文書のタスクへの分類。 

・ 分類されたタスクの構成図の作成。 

・ 構成図に沿ったヒアリング及びワークフローへ

の変換。 

・ 対象タスクに関係法令及び既存文書の登録。 

・ ワークフローの公開及び例外処理や経験知の登

録。 

対象業務を既存のマニュアル類等より整理、抜粋

及び、関係法令等の整理、抜粋とは、既存の文書化

（定型化）された業務の流れを整理、把握する事で

ある。また、対象業務が複数業務システム及び複数

所属にまたがり、かつ既存の業務マニュアルにその

関連を記述していない事もあり、この作業は業務全

体を把握できる立場又は、知識を有する人が実施す

る必要がある。 

既存文書のタスクへの分類及び、構成図の作成と

は、先に整理、抜粋した既存の業務マニュアル類の

内容によりワークフローのタスクへと分類し、その

分類されたタスク全体を表す構成図を作成する事で

ある。ここでは対象業務の成果物単位にタスクを分

類し、既存業務システムが存在している場合は、シ

ステム構成図となり、対象業務の全体像が把握でき

る文書の作成となる。またシステム構成図の作成に

おける原資料として、既存システム導入時の基本設

計書の利用も考えられる。 

構成図に沿ったヒアリング及びワークフローへの

変換とは、この構成図から一つ業務の流れを抜き出

し、その流れに沿ってヒアリングを行いタスク間に

存在する様々な業務プロセスを明らかにしてワーク

フローに書き出す事である。ここでは定型化された

業務プロセスの記述を行う。またワークフローの作

成後、対象タスクに抜き出した関係法令や既存文書

との関連付けも行う。 

ワークフローの公開及び例外処理や暗黙知の登録

とは、作成した定型化ワークフローを本システム上

で公開し、複数の熟練職員が事例等をネスト構造に

登録する事である。これにより熟練職員の知識とし

て埋没された例外処理や暗黙知を蓄積する事になる。 

 

4.2 記述した知識の継続的な運用 

ある程度の情報の蓄積により、基本となる定例化

したワークフローの記述に問題が生ずる場合や蓄積

した情報が重複する場合がありえる。定期的に蓄積

された情報を基にワークフローの構成を見直し調整

を行う必要がある。 

５． 結言 

 

 本稿では、製造業の設計現場向け知識伝承システ

ムとして開発された「ShareFast」のワークフローと

知識文書との関連付けの基本コンセプトが、地方自

治体業務の熟練職員の知識伝承に有効であるかをワ

ークフローの作成により確認し、その作成の過程を

踏まえ記述方法として類型化した。 

今後は、この作成したワークフローの業務拡張を

行い、複数の地方自治体の協力を得て運用ベースを

含めた上での実証を進めたい。また、実際に地方自

治体への導入を図る為に、既存システム又は、導入

予定システムと「ShareFast」とのシステム上の連携

を今後の課題として検討を進めたい。 
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